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法務省保恩第53号

平成7年3月13日

地方更生保護委員会委員長殿

保護観察所長殿

法務省保護局長本間達
一
一
一

恩赦事務処理要領の制定について（通達）

保護観察所における恩赦に関する事務の適正かつ円滑な処理を図るため，今般，別紙の

とおり恩赦事務処理要領を定め，本年4月1日から実施することにしたので，以後恩赦に

関する事務は，恩赦法（昭和22年法律第20号)，同法施行規則（昭和22年司法省令

第78号）及び恩赦上申事務規程（昭和58年法務省保恩訓第245号大臣訓令）による

ほか，本要領によって処理することとされたく通達します。

おって，昭和45年4月1日付け法務省保護恩甲第38号保護局長通達「保護観察に付

されている者または保護観察に付されたことのある者に対する職権による恩赦上申の基準

について｣，昭和57年1．1月19日付け法務省保恩第211号保護局長通達「恩赦事務

処理状況等に関する報告書の提出について」及び昭和62年5月21日付け法務省保恩第

110号保護局長通達「恩赦事務処理要領について」は，本通達実施の日をもって廃止し

ます°



別紙

恩赦事務処理要領

第1 目的

この要領は，恩赦が保護観察と有機的に関連して運用されるよう，保護観察所の長が恩赦
の上申をする際考慮すべき事項並びに保護観察所における恩赦に関する事務処理の体制及び

手続等について定め，もって恩赦に関する事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
第2恩赦の上申をする際考慮すべき事項

1 出願による上申と職権による上申

保護観察に付されている者又は保護観察に付されたことのある者に対する恩赦の上申
“ は，できる限り本人の出願により行うものとする。なお，事案によっては，職権による恩
赦の上申を行う。

2上申をする際の判断基準

（1） 出願による上申

出願により恩赦の上申をするときは，次に掲げる事項を総合的に判断し，恩赦相当又
は恩赦不相当の意見を付す。

ア犯罪の動機，方法，結果等犯情に酌量の余地があること。

イ改しゅんの情が顕著で，健全な社会生活を営み，再び犯罪をするおそれがないと認
められること。

ウ被害者及び遺族並びに社会の感情が融和していること又は少なくともこれらの感情
を刺激するおそれがないこと。

エ刑の確定，仮釈放又は刑の執行終了若しくは刑の執行の免除の後相当の期間を経過
していること。

オ恩赦の種類に応じ，それを必要とする事情が認められること。

（2） 職権による上申

職権による恩赦上申を検討するときは，上記

(1)に掲げる事項を総合的に判断し，上申の適否を決定する。

3判断基準の運用に関する留意事項

(1) 上記2の判断に当たっては，各事項を形式的，画一的に解釈することなく，客観的か
つ具体的な資料に基づき，個別の事案に即してこれを行うものとする。

(2) 次に掲げる者については，特に弾力的な運用に努めるものとする。

ア少年のとき犯した罪により刑に処せられた者

イ 70歳以上の者

ウ保護観察中又は保護観察終了後の行状が極めて良好な者で，緊急に恩赦を必要とす
るなど特別の事情があるもの

(3)恩赦の種類と必要性

上記2の(1)のオについては，恩赦の種類ごとに次により運用するよう留意するもの

とする。

ア特赦

特赦によらなければ救済できない特段の事情が認められること。

イ減刑

仮釈放者については，特に刑を減軽することを必要とする具体的な事情が認められ

ること。

保護観察付執行猶予者については，保護観察を仮に解除されている場合であって，

特に刑を減軽し，又はこれとともに執行猶予期間を短縮することを必要とする具体的
な事情が認められること。

婦人補導院仮退院者については，特に刑を減軽し，又はこれとともに執行猶予期間

を短縮することを必要とする具体的な事情が認められること。
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ウ刑の執行の免除

保護観察を終了させることを必要とする具体的な事情が認められること。

エ復権

具体的な資格回復の必要性が認められるなど資格制限状態を解消して社会復帰を促
進することを必要とする事情が認められること。

第3事務処理体制

1 恩赦事務管理官

（1）保護観察所及び保護観察所支部に恩赦事務管理官各1名を置く。
（2） 恩赦事務管理官は，処遇部門に所属する保護観察官（首席保護観察官及び統括保護
観察官を除く。）のうちから，保護観察所の長が指名する。

（3）保護観察所の長は，上記(1)及び(2)の規定により指名する恩赦事務管理官のほか，
保護観察所組織規則（平成19年法務省令第22号）第10条第1項の規定により駐在させ
る職員を恩赦事務管理官に指名することができる。

（4） 恩赦事務管理官は，上司の命を受けて，次の事務に従事する。
ア保護観察事件の主任官又は下記3に規定する恩赦事件担当官に対する恩赦につい
ての連絡及び助言に関する事務

イ関係機関又は一般からの恩赦に関する照会又は相談の処理に関する事務
ウ恩赦に関する資料の収集及び整備に関する事務
エ下記第4の3の(1)に規定する復権候補者名簿の整備に関する事務
オ復権候補者名簿に登載された者につき，恩赦事件担当官が指名されるまでに行う
事務

力その他保護観察所の長が必要と認めた事項に関する事務

2恩赦事務管理官補佐

（1） 保護観察所及び保護観察所支部に恩赦事務管理官補佐を置くことができる。
（2） 恩赦事務管理官補佐は，処遇部門に所属する保謹観察官又は法務事務官のうちから，
保護観察所の長が指名する。

（3） 恩赦事務管理官補佐は，恩赦事務管理官を補佐し，上司の命を受けて，上記1の(4)
の事務を処理する。

3恩赦事件担当官

（1）保護観察所の長は，次の場合，保護観察官のうちから恩赦事件担当官を指名する。
ア恩赦の出願を受けたとき。

イ職権による恩赦上申を検討することとしたとき。

（2） 恩赦事件担当官は，恩赦事務管理官と連携し，上司の命を受けて，個別の事案の恩
赦上申に関する事務に従事する。

第4事務処理手続

1 一般的事項

（1） 本人に対する恩赦の説明及び被害弁償等の指導助言

保護観察事件の主任官は，事案に応じ,適宜，保護観察に付されている者に対し，
恩赦の趣旨，出願の方法等について説明するとともに，被害弁償及び被害者に対する
慰謝・慰霊の措置の誠実な実行等について指導助言するものとする。

（2） 恩赦の出願があったとき又は職権による恩赦の上申を検討するときの事案の調査及
び処理方針の決定

ア恩赦事件担当官は，速やかに保護観察事件記録その他の現存資料を精査し，必要
に応じて調査を行い，かつ，恩赦事務管理官との協議を経た上，恩赦上申に関する

意見を添えて，保謹観察所の長に報告する。

イ保護観察所の長は，上記アの報告を受けたときは，上記第2の2の判断基準に準
拠して，出願を受けた事案については恩赦相当又は恩赦不相当の意見を決定し，職
権による恩赦上申を検討中の事案については上申を行うか否かを決定する。
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（3） 調査の方法

ア恩赦事件担当官による調査

上記(2)のアの調査は，恩赦事件担当官が直接本人若しくは関係人（被害者及びそ
の遺族を含む。以下同じ｡）に面接し，又は関係資料を収集するなどして行う。ただ
し，保護観察所の長は，他の保護観察官又は保護司に調査を行わせることが適当と
認めるときは， これらの者に調査させることができる。

イ被害者（遺族）感情等調査報告書等

保護観察官が被害者又はその遺族の感情等を調査したときは，被害者（遺族）感
情等調査報告書（様式第1号）を作成する。

保護司に被害者又はその遺族の感情等の調査を依頼するときは，被害者（遺族）
感情等調査依頼書（様式第2号）による。

ウ共助による調査

本人又は関係人が管轄区域外に居住し，かつ，やむを得ない事情があるときは，

その者の居住地を管轄する保護観察所の長に対し，調査を依頼することができる。
調査の依頼を受けた保護観察所の長は，上記ア又はイに準じて調査を行い，その結
果を回答する。

調査の依頼及び回答は，協力等依頼雷（犯罪をした者及び非行のある少年に対す
る社会内における処遇に関する事務規程(平成20年法務省保観訓第261号大臣訓令）
様式第125号）による。

エ調査内容の精査及び補充調査

恩赦事件担当官は，他の保護観察官若しくは保護司による調査結果の報告書又は
他の保護観察所の長からの調査結果の回答書について，その内容を精査し，必要に
応じて補充調査を行う。

（4） 恩赦上申簿

恩赦の出願を受けたとき及び恩赦の上申をしたときは，恩赦上申簿（様式第3号）

に所定の事項を登載する。

（5） 保護観察事件記録の送付

恩赦の上申が次のいずれかに該当する場合は，恩赦上申書類と共に当該事件に係る

保護観察事件記録（収容中の生活環境調整事件の記録を含む｡）を送付する。

ア特赦, ､減刑又は刑の執行の免除の上申をするとき。

イ保護観察を6月以上行った者に対して復権の上申をするとき。

ウその他必要があると認めたとき。

（6） 恩赦状の交付等

ア恩赦状を本人に交付するときは，受領書（様式第4号）を徴する。

イ恩赦法施行規則第11条第4項の規定により恩赦状の交付等を嘱託するときは，恩

赦状交付等嘱託書（様式第5号）による。

（7） 恩赦不相当の通知

ア恩赦の出願をした者に対して恩赦不相当の議決があったことを通知するときは，

恩赦不相当通知書（様式第6号）による。

イ上記アの通知をするときは，事案に応じ，保護観察官が本人に面接し，本人の改

善更生を図る上で必要な限度において恩赦不相当とされた理由を説明するなどして，

本人の改善更生の意欲の喚起を図るものとする。

2無期刑の仮釈放者の取扱い

（1） 事案の検討

無期刑の仮釈放者については，毎年，恩赦上申をする上での問題点，その解決策等

を検討し，保護観察における指導監督及び補導援護に反映させるものとする。

（2） 本人に対する意向調査等

上記第2の恩赦の上申をする際考慮すべき事項に照らして恩赦上申がふさわしいと

認められる事案については，本人に恩赦の出願を促し，又は職権による恩赦上申を検
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討するものとする。

3仮釈放者及び保護観察付一部猶予者について保護観察事件に係る事務を終結した場合の
取扱い

（1） 復権候補者名簿

ア復権候補者名簿への登載

保護観察事件に係る事務を保護観察の期間の満了（ただし，仮釈放期間に引き続
き保護観察付一部執行猶予の猶予期間がある場合には当該猶予期間の経過による保
護観察の期間の満了に限る｡）又は刑の執行の免除によって終結したときは，犯罪の
内容，保護観察の期間中の行状等を勘案し，将来復権上申を検討することが相当で
あると認められるものにつき所定の事項を復権候補者名簿（様式第7号）に登載す

る。

保護観察事件に係る事務の終結時に同名簿に登載しなかったものについて，その

後復権上申を検討することが相当であると認めたときも同様とする。

復権候補者名簿は，復権候補者カード（様式第8号）をもってこれに代えること

ができる。

イ予備調査着手予定時期

復権候補者名簿に登載された者に係る予備調査着手予定時期については，次のと

おりとする。

（ア）仮釈放の期間を満了した者及び刑の執行の免除を得た者

事案に応じ，保護観察終結後おおむね2年から5年までの間に設定する。なお，

仮釈放期間に引き続き刑の一部の執行猶予により保護観察に付されない猶予期間

がある者は，設定に当たって当該猶予期間の長短も考慮する。
（イ）保謹観察付一部執行猶予の猶予期間を経過した者

事案及び猶予期間の長短に応じ,保護観察終結後おおむね3年以内に設定する。

ウ本人に対する説明

復権候補者名簿に登載したときは,速やかに本人に対し恩赦に関する説明を行う。

（2） 予備調査等

ア予備調査の実施

恩赦事務管理官は，予備調査着手予定時期に達した者について，現存資料の検討

及び関係資料の収集等を行う。

イ本人に対する意向調査等

上記アの調査の結果，再犯等がなく，復権候補者として特に問題が認められない

ときは，本人に対し復権を希望するか否かを調査し，その希望があるときは，速や

かに出願をするよう促す。ただし，事案によっては，職権による恩赦上申を検討す

るものとする。

なお，仮釈放期間に引き続き刑の一部の執行猶予により保護観察に付されない猶

予期間がある場合には， 当該猶予期間を経過した後に意向調査を行うものとする。
（3） 復権候補者名簿からの除去

復権候補者名簿に登載した者が次のいずれかに該当するときは，候補者から除くこ

ととし，同名簿にその旨を記載する。

なお，候補者から除いた者について，再度復権候補者とすることを相当と認めたと

きは，再び同名簿に登載するものとする。

ア本人から恩赦の出願があったとき。

イ職権による恩赦の上申を行うとき。

ウ本人が恩赦を希望しないとき。

エ予備調査の結果，再犯その他の問題が判明し，恩赦上申にふさわしくないと認めら

れるとき。

オ本人の死亡，所在不明その他恩赦上申を行うことができない事由が判明したとき。

4恩赦出願期間短縮上申
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Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｂ
Ｉ
Ｐ
ｑ
『
『
１
‐
１
１
１
ｌ
ｂ
‐
ｌ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｆ
ｂ
１
１
‐
１
１
ト
リ
ー

恩赦出願期間短縮の上申については，上記1を準用する。

5事務処理状況等の報告

1 恩赦事務処理状況報告

保護観察所の長は,前年の恩赦事務処理状況について様式第9号により報告書を作成し，

法務省NWによって，地方更生保護委員会を経由して毎年2月末日までに保護局総務課恩

赦係宛て送付する。支部のある保護観察所にあっては，本庁分及び支部分のそれぞれの報

告書と，それらを集計した全庁分の報告書とを作成して送付する。

2恩赦事務管理官指名の連絡

保護観察所の長は,恩赦事務管理官を指名したときは,速やかにその氏名を適宜の方法

第5
ノ

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
卜
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
－
１
１
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
‐
１
８
９
１
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
－
１
‐
‐
１
１
－
１
，
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
．
‐
！
‐
‐
‐
‐
－
１
１
１
１
１
，
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
’
１
１
１
１
１
‐
－
１
１
１
１
‐
卜
！
‐
１
Ｉ
ｌ
ｌ
０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｑ
１

Ｉ
Ｄ
■
１
１
■
１
■
４
１

‐
Ｉ
ｉ
ｌ
ｊ
ｌ

により保護局総務課恩赦係宛て連絡する。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｐ
Ｉ
Ｉ

ｌ

１

I



Ⅱ
ｊ
ｉ
Ⅱ
ｂ
ｂ
ｇ
ｌ
Ｉ
ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
日
０
１
１
１
・
１
Ⅱ
１
１
１
‐
Ｉ

様式第1号

被害者（遺族）感情等調査報告書

皿
ｌ
ｆ
Ｐ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

年 月 日

保護観察所長殿

印保護観察官

先に命を受けた被害者（遺族）の感情等の調査について，下記のとおり報告しま

す。

記

ふりがな

加害者の氏名
‐
’
‐
Ｉ
ｌ
ｊ
，
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
‐
Ｉ
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
↓
‐
‐
↑
１
１
０
‐
Ｉ
ｒ
，
，
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
１
‐
Ｉ
‐
‐
ｉ
‐
‐
．
‐
１
‐
‐
‐
‐
１
６
㎡
‐
‐
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｒ
－
ｌ
Ｉ
Ｉ
，
１
１
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
●
ｌ
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
－
ｌ
ｌ
Ｉ

1 調査の日時，場所，相手方等

2被害者（遺族）の家庭状況

’
’
１
４
１
Ｊ
Ⅱ
１
１
１
‘
ｂ
Ｉ
Ｉ
６
ｌ
ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
１
ｈ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
‐
、
４
１
Ｌ
ｌ
Ｐ
Ｐ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｐ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ

本工業規格A4)(用紙 日

一

調査日時 平成年月 日

時

調査場所

被害者の

調査の相手方の
ふりがな

氏名(被害者との続柄）

被害者との続柄 氏 名 年齢 職 業 備 考



本人側からなされた弁償・慰謝等の内容3

I

本件犯罪が被害者（遺族）の生活に及ぼした影響及び現在の生活状況4

被害者（遺族）の本人に対する感情5

本人を恩赦に浴させることについての被害者（遺族） としての意見6

その他参考事項（本件犯罪についての地域社会の感情,加害者本人についての
風評,、その他）

7

Ｐ
Ｌ
ｌ
Ｊ
■
日
・
Ｉ
Ｉ
Ｊ
０
．
５
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｄ
ｑ
Ｉ
４
ｌ
Ｉ
Ⅱ
４
１
１
１
１
１
‐
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
９
Ｉ
ｌ
１
１
ｌ
Ｔ
ｌ
ｌ
ｆ
ｌ
１
↓
ｆ
Ｊ
ｌ
Ｉ
卜
４
４
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｆ
卜
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｐ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｐ
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｌ
，
ト
ー
Ｉ
Ｉ
Ｐ
，
ト
ー
ト
ー
ー
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
７
ｂ
ｒ
１
■

必要の応じ，別紙に記載すること。

事案に応じ，示談書等の写しを添付すること。

(注意） 1
2



’

’
1

’

様式第2号 ’

被害者（遺族）感情等調査依頼書

年 月 日

口
殿保護司

印 田
Ｉ
！
■
１
１

保護観察所長

Ｉ

１

ｌ

Ｉ

上記の加害者に対して恩赦（ ）の上申が検討されていますが，関係事務処
理上必要がありますので，下記の被害者（遺族）について調査の上， 月 日まで
に別紙によって報告願います。

記
’

’1 調査の相手方

（焦顧）
（氏名） （被害者との続柄）
2調査事項

別紙被害者（遺族）感情等調査報告書記載の各事項
3裁判資料

（1）裁判書（写し）

（2）

（3）

4調査に当たっての注意事項

（1）秘密が厳守されることを調査の相手方によく説明して納得を得るように努め，
また，被害者（遺族）の名誉や信用を害することのないよう十分配意願います。
（2）調査に協力が得られない場合は，調査の相手方との接触を中止し，保護観察
所にお知らせください。

（取扱者 ）

（用紙日本工業規格A4)

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ト
ー
ｌ
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１
１
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ｂ
０
，
，
１
‐
■
０
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
，
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
卜
ｂ
・

｜

1

l

I
l

本 籍

住 居
〕

言渡裁判所

言渡年月日

罪 名

裁判所 支部

年 月 日

ふり がな

氏 名

生年月日

刑名・刑期

保護観察

期 間

自 年 月 日

至 年 月 日



’
１

１

１

１
’

別紙

被害者（遺族）感情等調査報告書

年 月 日

保護観察所長殿

’
印保護司

先に命を受けた被害者（遺族）の感情等の調査について，下記のとおり報告しま
す。

記
1

1

ふりがな

加害者の氏名

1 調査の日時，場所，相手方等

｜
｜

’

2被害者（遺族）の家庭状況

I
d

I

(用紙日本工業規格A4)
I

I

’
I

調査日時 平成年月 日

時

調査場所

被害者の
ふりがな

氏名

調査の相手方の

ふりがな

氏名(被害者との続柄）

被害者との続柄 氏 名 年齢 職 業 備 考
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本件犯罪が被害者（遺族）の生活に及ぼした影響及び現在の生活状況4

被害者（遺族）の本人に対する感情5

本人を恩赦に浴させることについての被害者（遺族） としての意見6

その他参考事項（本件犯罪についての地域社会の感情,加害者本人についての

風評，その他） ､

7

必要の応じ，別紙に記載すること。

事案に応じ，示談書等の写しを添付すること。

(注意） 1

2

0

調査のため被害者（遺族）

のもとに出向いた回数 回

被害者（遺族）方と調査担

当保護司宅との距離 Km



恩 赦 上 申 簿様式第3号
～

(用紙 日本工業規格A4)

進行

番号

願
権
別

出
職
の

恩赦願書

受理日

上申の日

恩赦の種類

氏 名

生年月日

罪 名

刑名・刑期

上申の結果

及び恩赦事項

(決定日）

恩赦状

交付日

(棚躯知H)

§勧事＃担当官

(保護区）

備 考

出
・
職

● ●

● ●

＃・蔵・塊．復 ● ●

決定・不相当

聯・蔵・塊・樹

（ 。 。 ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

P

骨・蔵・偽・榎 ● ●

決定・不相当

符・儲・免・値

（ 。 。 ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

将・蔵・塊・値 ● ●

決定・不相当

符・蔵・児．§

（ ． ． ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

符・儲・力・‘ ● ●

決定・不相当

崎・隙・偽・榎

（ 。 。 ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

符・域・兇・榎 ● ●

決定・不相当

骨・胤・塊・‘

（ 。 。 ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

＃・徴・塊・榎 ● ●

決定・不相当

崎・隙・塊・腹

（ 。 。 ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

符・職・塊・償 ● ●

決定・不相当

崎・蔵・兇・樹

（ 。 。 ）

● ●

出
・
職

● ●

● ●

＃・職・兇・榎 ● ●

決定・不相当

崎・蔵・側・値

（ 。 。 ）

● ●
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Ｕ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ｉ

△

■

０

凸

０

’

Ｉ

Ｄ

リ

ｐ

６

Ｐ

ｉ

Ｌ

■

■

●

１

０

４

６

０

‐

‐

８

１

１

‐

‐

↑

９

１

；

’

’

９

１

１

６

１

１

‐

Ｉ

ｆ

ｑ

様式第4号

年 月 日

保護観察所長殿

(住居）

印(氏名）

グ

室
冒領受

下記の恩赦状を受領しました。

）状 1通（恩赦

日本工業規格A4)(用紙

1



’

I

様式第5号

恩赦状交付等嘱託書
（文書番号）

年 月 日 ’

1

1

殿

印保護観察所長

このたび，次の者に対し恩赦（ ）が行われましたが，下記の理由により，

貴庁において別添恩赦状を本人に交付し，受領書を徴して当庁に送付願いたく，恩赦

法施行規則第11条第4項の規定により嘱託します。

なお，恩赦上申事務規程第14条及び第15条の規定による通知並びに第16条の

規定による報告についても嘱託します。

記

I

’

1

’
’

1

1 嘱託する理由

2 その他参考事項

1

1

’
）(取扱者

(用紙日本工業規格A4)

｜

Ｉ

ふりがな

氏名 年 月 日生

本籍

住居

罪 名 刑名刑期金額 言渡年月日 確定年月日 言渡裁判所

1 年月 日 年月 日 裁判所 支部

2 年月 日 年月 日 裁判所 支部



丁
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■
ロ
■
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■
Ｉ
Ｕ
ｂ
Ｉ
ｒ
５
ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ｉ
Ｅ
Ｆ
ｄ
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■
ｑ
ｆ
ｄ
■
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■
１
１
１
Ⅱ
・
’
１
１
１
１
．
１
１
１
０
Ⅱ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
ｊ
１
Ｉ
ｐ
０

様式第6号

恩赦不相当通知書

年 月 日

殿

印保護観察所長

）の出願がありましたが，日付けをもって恩赦（平成 年

年

月

日中央更生保護審査会において恩赦不相当の議決がなされまし月

たので，通知します。

日本工業規格A4)(用紙

１
１
日
６
１
１
合
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｃ
■
日
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
卜
０
１
１
日
Ｄ
１



復 権 候 補 者 名 簿様式第7号

(用紙日本工業規格A4)

進行

番号

登載日

氏 名

生年月日

罪 名

刑名・刑期

保護観察

期 間

予備調査若

手予定時期

(年・月）

予備調査

開始日

登載除去事由

(除去した日）

備 考

● ●

● ●

回

歪

● ●

● ●

● ● ●

ア§勘Ⅲ鼠 工雛上靴ふさ机<t}、

イ雛上申術う オ砿,舵楜,そ0＆

ウ臓を鯉し柵、 （ ． ． ）

●－ ●

● ●

回

至

｡ ●

● ●

● ●

ア恩勘出鬮 工蝿岬にふさ机く魁！

イ雛上申術う オ脇t,詑楜,そ蝿

ウ鮒を鯉し*い （ 。 。 ）

● ●

● ●

自

玉

● ●

● ●

● ●

ア恩徽出願 工鮒上申|こふ鋤L<職、

イ雛岬揃う オ砿,髄楜,そ蝿
ウ鮒を漉恥！ （ 。 ． ）

● ●

● ●

回

盃

● ●

● ●

● ●

ア恩徽出鬮 工聴上靴ふさ机くない

イ離岬術う オ碓,詑槻,そ砲

ウ鮒を鯉しtい （ 。 。 ）

● ●

● ●

⑧

蚕

● ●●

● ●

● ●

ア恩勘&闇 工鮒上靴ふさbL<帆、

イ鮒上申術う オ葹亡,疏糊,そり他
ウ鮒を擢し#い （ ． 。 ）

● ●

● ●

回

至

● ●

● ●

● ●

ア恩徽出願 工鰄上靴ふさbしく伽

イ雛上申術う オ砿,疏稠,その＠

ウ鮒を鯉しtい （ ． 。 ）

● ●

● ●

0

盃

● ●

● ●

● ●

ア§勘出圃 工溌上申にふさbしくなI、

イ雛上申術う オ砿,疏楜,そ砲

ウ鰭を鯉し妙 （ ． ． ）

● ●

● ●

目

更

● ●

● ●

● ゆ

ア§散出願 工鮒上靴ふさ力しく軸、

イ雛岬術う オ砿,舵楜,そ0m

ウ鮒を鯉し加、 （ 。 。 ）



.〒～

(用紙 日本工業規格B7)

氏 名

生年月日
● ●

登載日

保護観察

期 間

● ●

自 。 。 ．
華 。 。

罪 名 刑名・刑期

予備調査着

手予定時期

(年・月）

予備調査

開始日

● ●

登載除去

事 由

(除去しtB)

ア恩赦出願

イ職権上申を行う。

ウ恩赦を希望しない。

エ恩赦上申にふさわしくない。

オ死亡，所在不明，その他

（ 。 ． ）

備 考



（文書番号）
年 月 日

様式第9号

法務省保護局長殿

保護観察所長

（ 年分）告害恩赦上申事務処理状況報
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